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報告第１号 

 

専決処分の報告について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のとおり

専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 

 令和６年１月１７日 報 告 

 

御殿場市長 勝 又 正 美 

 

御殿場市専第２２号 

 

損害賠償の額の決定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により議会で議決され

た「市長の専決事項の指定について」第３項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

令和５年１２月１８日 

 

御殿場市長 勝 又 正 美 

 

令和５年１１月７日、市が管理している萩原地先の杉並木（永原杉並木）の杉の枝が

落下し、駐車車両を損傷させた事故に対する損害賠償の額を、次のとおり決定する。 

 

１ 損 害 賠 償 の 額  ４０８，４６３円 

 

２ 損害賠償の相手方   
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報告第２号 

 

専決処分の報告について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のとおり

専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 

 令和６年１月１７日 報 告 

 

御殿場市長 勝 又 正 美 

 

御殿場市専第２３号 

 

損害賠償の額の決定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により議会で議決され

た「市長の専決事項の指定について」第３項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

令和５年１２月１８日 

 

御殿場市長 勝 又 正 美 

 

令和５年１２月３日、市内中清水３４１番地の５付近の市道０２６０号線と市道０２６１

号線の交差点において、側溝のグレーチングの隙間に自転車前輪が落下し転倒した際、自

転車を損傷した事故に対する損害賠償の額を、次のとおり決定する。  

 

１ 損 害 賠 償 の 額  ２，４００円  

 

２ 損害賠償の相手方   



 

 


